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査
の
制
度
化
に
関
す
る
質
問
に
対
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別
紙
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付
す
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衆
議
院
議
員
工
藤
晃
君
提
出
幼
児
集
団
健
康
診
査
の
制
度
化
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

幼
稚
園
の
幼
児
の
健
康
診
断
に
つ
い
て
は
、
学
校
保
健
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
毎
学
年
定
期
に
行
わ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
そ
の
充
実
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

右
答
弁
す
る
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